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 （趣旨） 

第１条 この要領は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図り、発注及び施工時期

の平準化に寄与することを目的として、工事開始前に建設資材や技術者及び労働者

の確保等の準備を行うための余裕期間を設ける建設工事の実施方法を定めるもので

ある。 

 

 （用語の定義） 

第２条 次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）余 裕 期 間 ：建設資材の調達や技術者及び労働者の確保等の準備を行うた    

  めに実工期の前に設定する期間 

（２）実 工 期：実際に工事を施工するために必要な期間 

（３）全 体 工 期：余裕期間と実工期の合計期間 

（４）発注者指定方式：発注者が工事の始期を指定する方式 

（５）フレックス方式：発注者があらかじめ設定した全体工期の内で、受注者が

実工期の始期と終期を決定する方式 

 

 （対象工事） 

第３条 対象工事は、宮崎県総務部営繕課が発注する工事の中から発注者が選

定した工事とする。 

  

 （余裕期間の設定） 

第４条 発注者は、前条により選定した工事について、６か月を超えない範囲で余裕

期間を設定することができる。 

 

 （入札公告又は指名通知書、現場説明書への記載） 

第５条 発注者は、入札公告又は指名通知書において余裕期間を設ける工事であるこ

とを明記するものとする。 

２ 発注者は、全体工期及び余裕期間について現場説明書に記載するものとする。 

  

（配置予定技術者等） 

第６条 主任技術者又は監理技術者は、開札日時点で配置することができる技術者（余

裕期間内に手持ち工事が完成する見込みである場合を除く。）を申請するものとす

るが、余裕期間内の配置は不要とする。また、現場代理人は、余裕期間内の配置は不

要とする。 

２ 発注者は、条件付一般競争入札実施要領（平成１９年４月１日県土整備部技術企

画課定め）第１５（１）イ又は建設工事における指名競争入札実施要領（平成２５年

７月１日県土整備部技術企画課定め）第１５条第１項（２）に規定する様式により、

入札参加資格等の確認を行うものとする。 



３ 発注者は、前項で確認した配置予定技術者が適正に配置されるか実工期の

始期の前日までに、次条第４項の規定により再度確認を行うものとする。 

４ 契約締結後の配置技術者の途中交代は、監理技術者制度運用マニュアル（平成１

６年３月１日国総建第３１６号） 二－二（４）によるもののほか、別に定めるとこ

ろによる。 

 

 （契約に係る取扱い） 

第７条 契約書に記載する工期は全体工期とする。 

２ 宮崎県工事請負契約約款（以下「契約約款」という。）第３条第１項に基づく「工

程表」については、余裕期間を記載して提出するものとする。 

３ 契約約款第４条に規定する契約保証の期間については、全体工期を満たすものと

する。 

４ 契約約款第１０条第１項に基づく「現場代理人等通知書」については、実工期が

決定した後、実工期の始期の前日までに提出するものとする。 

５ 契約約款第３４条第１項に規定する前払金については、実工期の始期以降でなけ

れば請求できない。 

６ 工事実績情報システム(コリンズ)に登録する技術者の従事期間は、実工期とする。 

７ その他関係書類に記載する工期について、契約工期と実工期の区別がない場合は、

実工期の始期から終期までを記載する。 

 

（実工期の設定） 

第８条 発注者指定方式においては、実工期の始期は変更できないものとする。ただ

し、受発注者協議により、これによらないことができる。 

２ フレックス方式においては、受注者は、余裕期間内の任意の日を工事の始期と定

め、契約を締結するまでの間に工期通知書(別記様式－１) を作成し、発注者に通知

する。 

 

（フレックス方式の変更） 

第９条 フレックス方式において、発注者があらかじめ設定した全体工期内で工期の

変更を希望する場合は、余裕期間及び実工期にかかわらず、工期変更通知書（別記

様式－２）により発注者と変更協議の上、実工期を変更することができる。 

なお、契約工期に変更が生じる場合は、宮崎県工事請負契約約款２３条によるも

のとする。 

 

（その他） 

第１０条 契約締結の日から実工期の始期の前日までの現場管理は、発注者において

行うこととし、受注者は、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならな

い。 

２ 労務費や材料費等の単価適用年月日は、余裕期間を設定した場合であっても、予

算執行伺時の月単価を適用するものとする。 

 

    附 則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 


